
鍬ヶ崎・光岸地地区 

復興まちづくりに関する説明会 

 

 
 

○開催日時：平成２４年１２月１９日（水）午後６時３０分から 

○開催場所：市立鍬ヶ崎小学校 体育館 



○ 出席者の紹介 

 ・市、受託事業者（ＵＲ都市機構） 

○ 説明内容 

 

 

本日の説明会について 

１ 意向調査の結果について  

２ 復興まちづくりの計画案について 

３ 事業区域内の土地の買い取りについて 

  



１ 意向調査の結果について  

（１）調査概要 

【意向調査の概要】 

実施期間 ：平成２４年９月～１２月 

対 象 者：震災時に土地区画整理事業予定地内に居住していた方 

         または居住していなかったが土地を所有していた方 

方   法 ：郵送による配布、面談、郵送による回収 

     

 
【全体】 配布数：６９３件 回収数：５９２件 回収率：８５．４％ ※ 

    【居住していた方】 

     配布数：５３７件 回収数：４８５件 回収率： ９０．３％ 

    【居住していなかったが、土地を所有していた方】 

     配布数：１５６件 回収数：１０７件 回収率： ６８．５％ 

    
※１２月３日現在 



【今後の居住場所】 

※（ ）内は前回調査結果 

地区内 
34% 

地区外 
40% 

未定 
26% 

 今後の居住場所については、地区内が３４％、地区外が４０％、未

定が２６％の回答でした。 

  

場所 世帯数 割合（%） 

地区内 １６３ ３４ 

地区外 １９２ ４０ 

未定 １３０ ２６ 

合計 ４８５ １００ 

 ※（40％） 

 ※（26％） 

 ※（34%） 

注）四捨五入など端数調整を行っています。また、重複回答や未記入があるため誤差が生じます。 

居住していた方のみ集計 



【住宅の再建意向】 

住宅の再建意向としては、 

地区内は、持ち家が２０％、公営住宅が１４％ 

地区外は、持ち家が２５％、公営住宅が１５％ の回答でした。 

地区内 世帯数 割合
(%) 

持ち家 ９５ ２０ 

公営住宅 ６８ １４ 

地区外 世帯数 割合
(%) 

持ち家 １２０ ２５ 

公営住宅 ７２ １５ 

持ち家 20% 
※（25%） 

公営住宅 

14％ 
※（15%） 

持ち家 25% 
※（24%） 

公営住宅

15％ 
※（12%） 

注）四捨五入など端数調整を行っています。また、重複回答や未記入があるため誤差が生じます。 

地区内      
   34% 

地区外      
   40% 

 未定      
   26% 

※（ ）内は前回調査結果 

居住していた方のみ集計 



【今後の土地利用意向】 

 今後の土地利用意向は、売却希望２０％、住宅系１９％、商業系 

９％、産業系３０％、未定２２％の回答でした。 
  

「売却希望」の内訳（面積） 

売却希望 
20% 

住宅系 
19% 

商業系 
9% 

産業系 
30% 

未定 
22% 

土地利用 面積（ha） 

住宅 
（専用住宅・アパート等） 

2.0 

事業所 0.3 

駐車場 0.3 

その他 0.7 

合計 3.3 

注）四捨五入など端数調整を行っています。また、重複回答や未記入があるため誤差が生じます。 



２ 復興まちづくりの計画案について 

前回お示しした計画図（案） 計画図（案） 

【主な変更内容】 
①防潮堤の位置（埠頭幅約１５ｍ） 

②道路線形等（幹線道路 他） 
③水路設置 
④住宅系・商業系土地利用位置 
⑤公園位置等 

①防潮堤 
の位置 

②道路 
線形等 

③水路設置 

④住宅系・商業系
土地利用位置 

⑤公園位置等 

今後の各種調整等により変更と 
なる場合があります。 



道路計画と宅地（換地）の考え方について 

区画整理後
の宅地 
（黄色） 

現在、道路計画にあたらない宅地についても、換地により移動を
お願いすることがあるのでご協力をお願いします。 

 
 

現在の宅地 
（赤色） 

 

・現在、道路計画外の宅
地でも、移動をお願いす
ることがあります。 

現況の道路 

区画整理後の 
新設道路（計画） 

移動 
移動 

移動 

（図中 Aさん） 

 

・道路計画外に半分以
上の宅地が残る場合で
も移動をお願いすること
があります。 

（図中 Bさん） 

 

・ほとんどの宅地が道路
計画内に位置しますが、
移動後は再建可能とな
ります。 

（図中 Cさん） 

200㎡ 

200㎡ 

100㎡ 

※１ 減歩率１５％の場合の例です。 
※２ 最低の敷地面積（住宅系で１００㎡、商業系で６５㎡）は確保する予定です。 

   ※1 
170㎡ 

    ※1 
170㎡ 

  ※2 
100㎡ 



主な公共施設の計画イメージ 

まちの玄関口としての整備 
位置図 

公園等 

切通し付近からの
風景 



切通し付近からの風景イメージ 



幹線道路 

位置図 
幹線道路イメージ 

主な公共施設の計画イメージ 

  ［歩道と沿道緑化イメージ］   ［街路樹・植栽等の管理イメージ］ 

道路幅員17m 歩道 植樹帯 植樹帯 歩道 



主な公共施設の計画イメージ 

準幹線道路 

位置図 

コミュニティ道路（盛岡市の事例） 

道
路
幅
員

 
1

0
m

 

道路幅員 10m 

準幹線道路イメージ 

［歩車共存道路空間のイメージ］ 



主な公共施設の計画イメージ 

河川・水路イメージ 

水路等 

位置図 

清水川 

親水広場 

歩
行
者
通
路 

[河川の親水空間のイメージ] 

[住宅地内を流れる河川（山口川）] [清水川の整備イメージ] 





３ 事業区域内の土地の買い取りについて 

（１）土地の買い取りの目的 

 鍬ヶ崎地区は、土地区画整理事業を施行した後の公共用地率が
大きいため、事業の施行後、地区全体の宅地総価格が減少します。 

 このため、市が宅地を公共用地に必要な分だけ買い取り、公共用
地に充てることにより、事業を施行する前の宅地総価額を小さくし、
均衡を図ります。 

［施行前] ［施行後] 
公共用地
の面積 

公共用地 
の面積 

宅地の面積 宅地の面積 

［施行後] ［施行前] 

買い取る 
宅地の価額 

宅地の価額 宅地の価額 

施
行
後
の
宅
地
総
価
額 

施
行
前
の
宅
地
総
価
額 

買い取る宅地 
の面積 

施
行
前
の
宅
地
総
面
積 

施
行
後
の
宅
地
総
面
積 



（２）買い取りの条件 

Ａ 次の条件に同意できること。 

①市が実施する不動産鑑定評価額での買い取りに同意できること。 

②登記簿面積による買い取りに同意できること。 

Ｂ 次の条件を満たしていること。 

①抵当権、借地権など所有権を制限する権利の設定がないこと。 

②共有の場合には、共有者全員の合意があること。 

③相続が発生している場合には、登記簿上の名義が現在の所有者名義と一致し

ていること。若しくは法定相続人全員の書面による合意があること。 

④建築物や基礎部分等がなく更地であること若しくは平成25年3月までに更地と

なる見込みがあること。 

⑤筆界未定の土地でないこと。 

⑥土地の一部を買い取りの対象とする場合には、分筆登記が完了していること。 



（フローチャート）買い取りの流れ 

①市が実施する不動産鑑定評価額での買い取りに同意できますか？ 
②登記簿面積による買い取りに同意できますか？ 

「はい」の場合は、買い取り
申出書を提出できます。 

買い取りが可能です 

買い取り条件を 
満たしている場合 

「いいえ」
の場合 

買い取りは出来ません 

買い取り条件を 
満たしていない場合 

①抵当権、借地権など所有権を制限する権利の設定はありませんか？ 

②共有の場合には、共有者全員の合意していますか？ 

③相続が発生している場合には、登記簿上の名義が現在の所有者名義と一致し

ていますか？若しくは法定相続人全員の書面による合意がありますか？ 

④建築物や基礎部分等がなく更地ですか？若しくは平成25年3月までに更地とな

る見込みがありますか？ 

⑤筆界未定の土地ではありませんか？ 

⑥土地の一部を買い取りの対象とする場合には、分筆登記が完了しています

か？ 



（３）買い取りの優先順位 

 買い取りの申し出があった土地を買い取る優先順位は、
次のとおり予定しています。 
 

 【順位１】 
 土地の面積が100㎡未満であること 
 
 【順位２】 
 震災前に住宅の用に供していた土地であること 
 
 【順位３】 
 その他、復興まちづくりを進める上で特に買い取りが 
 必要であると市が判断した土地であること 



（４）土地の買い取りスケジュール（予定） 

平成24年 12月下旬  土地の買い取りの申出書  発送 

 

平成25年1月下旬        土地の買い取りの申出書  受付 

                申出書内容の確認 

                  契約会のご案内                                   

                                        （買い取りの可否通知） 

              の発送 

   〃    3月上旬   土地買い取りの契約会の開催 

 

       3月下旬～ 市への所有権移転登記、支払い※   

 

※買い取り代金の支払いは所有権移転登記後となります。 



土地の買い取りに関する留意事項 

・緊急防災空地整備事業による土地の買い取りとなり

ます。 

 

・所得税に係る2000万円控除が適用されます。 

  

・公共施設に充当する用地面積を確保できなかった場

合には、別途、買い取りを行う場合があります。 
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 今後のスケジュールについて 

９月 １０月 １１月 ２月 ３月 

平成24年度 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

１２月 １月 

説明会・意向確認 

現地での測量 

説明会 （11/14） 告示 
縦覧等 

説明会、縦覧等 事業認可（予定） 

換地設計 

基盤整備工事（道路、公園、宅地等の整備） 住宅建設 

災害公営住宅整備 

申し出受付・土地買い取り※ 

【事業計画】 

【区画整理（施行区域）】 

【まちづくり計画 等】 

事業計画案作成 

※事業認可前に必要な公共用地分を買い取る予定ですので、ご協力をお願いします。 

 
 

説明会（12/19） 



【お礼とお願い】 
①９月からの意向調査にご協力いただき、ありがとうございました。 
 まだ、意向調査票を未提出の方は、お手数ですが、郵送にてご提
出いただきますようお願いします。 

 
②１１月から土地区画整理事業の区域界確定のため、周辺の土地
所有者を対象に現地立会を実施しました。ご協力いただいた皆様
には御礼申し上げます。 

 今後、成果の取りまとめに伴い、実測図等の確認手続きをお願い
いたしますので、引き続きご協力をお願いいたします。 

 
③土地の買い取りについては、買い取り条件や買い取りの優先順
位などがありますが、ご理解をお願いします。 

【問い合わせ】  
  宮古市都市整備部都市計画課 計画担当 
                  電話 ０１９３-６８-９１０５ 
  ＵＲ都市機構 宮古復興支援事務所 
                  電話 ０１９３-７１-１１８１ 


